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『浜松市障がい者自立支援協議会 浜北エリア連絡会』 
令和６年度 第２回 エリア全体会 

次第 
日時：令和６年１１月１４日（木） 

１３時３０分～１６時００分 
会場：浜名区役所３階 大会議室 

 
１ 開会 

あいさつ（浜名福祉事業所社会福祉課長：北村 聡） 
 
 
２ 報告・協議事項 
  （１）令和６年度 浜松市障がい者自立支援協議会について 
 
  （２）令和６年度 浜北エリア連絡会について 
 
  （３）地域体制強化共同支援の取り組みについて 
 
 

休 憩 
 
 
３ 日中サービス支援型GH評価（中間報告会） 
 
 
４ その他 
 
 
５ 閉会 
 
【配付資料】 

◆エリア全体会 次第 

◆エリア全体会構成員名簿 

◆エリア全体会構成員座席表 

◆資料１：『浜松市障がい者自立支援協議会浜北エリア連絡会 エリア全体会』 

◆資料２：『日中サービス支援型共同生活援助 評価・助言 ガントチャート』 

◆資料３：日中サービス支援型指定共同生活援助中間評価報告シート 

◆別紙１：こども部会活動計画 / 別紙１-２：サポートかけはしシート 

◆別紙２：生活部会活動計画 

◆別紙３：就労部会活動計画 



【 構成員 】

                               カテゴリー 所属 役職 構成員

1 計画相談
社会福祉法人聖隷福祉事業団
相談支援事業所浜松東

所長 都筑 雄一

2 社協
浜松市社会福祉協議会
浜北地区センター

副地区センター長 冨田 真理恵

3 当事者（団体） 浜松市浜北手をつなぐ育成会 会長 伊藤 基久

4 当事者（団体） 浜松地区肢体不自由児親の会 副理事 村松 真奈美

5 教育関係 静岡県立浜北特別支援学校 特別支援課長
特別支援教育コーディネーター

立部 啓子
⇒ 城 歩（代理）

6 教育関係 浜松市立新原小学校 スクールソーシャルワーカー 鈴木 洋貴

7 医療関係
独立行政法人国立病院機構
天竜病院

療育指導室長 藤森 豊

8 事業所（こども）
社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
児童発達支援センター「ひまわり」

施設長
太田 裕子
（欠席）

9 事業所（入所） 社会福祉法人小羊学園 法人本部 浜松地区事業推進部長兼
オリーブの樹・わかな施設長 古橋 誠

10 事業所（通所・児）
株式会社Gree グリーピースⅡ・Nursery
グリーピースToys・Switch

取締役 管理者兼
児童発達支援管理責任者

辻村 幸弥

11 事業所（通所・者）
社会福祉法人たちばな会
たちばな授産所

サービス管理責任者 大倉 ゆかり

12 地域 浜松市浜名区浜北民生委員児童委員協議会 障害福祉部会会長 藤原 修

【 事務局 】

                               カテゴリー 所属 役職 構成員

1 事務局  浜松市浜北障がい者相談支援センター  管理者兼相談員 大柳豆 勇太

2 事務局  浜松市浜北障がい者相談支援センター  相談員 山本 昂哉

3 事務局  浜松市浜北障がい者相談支援センター  相談員 髙橋 誠

4 事務局  浜松市浜北障がい者相談支援センター  相談員 増井 真由美

5 事務局  浜松市浜名福祉事業所社会福祉課 課長 北村 聡

6 事務局  浜松市浜名福祉事業所社会福祉課 課長補佐 恒川 洋代

7 事務局  浜松市浜名福祉事業所社会福祉課  障害福祉グループ長 島田 佐栄実

8 事務局  浜松市浜名福祉事業所社会福祉課  障害福祉グループ 影山 道規

1 エリア連絡会オブザーバー 浜松市障がい者基幹相談支援センター 相談員 後藤 翔一朗

2 エリア連絡会オブザーバー 浜松市障がい者基幹相談支援センター 相談員 野島 和樹

『浜松市障がい者自立支援協議会 浜北エリア連絡会』

令和6年度 エリア全体会構成員名簿

※上記以外に、エリア全体会の議題により、エリア事務局より参加を要請または会議への希望者があった場合は、
    参加を調整する
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浜松市障がい者自立支援協議会
浜北エリア連絡会 エリア全体会

令和６年１１月１４日（木）

資料１

エリア連絡会の目標
『支え合いによって住み慣れた地域で希望をもって安心して暮らすことができるまち』

２
（１）SDGSホーム浜北新原
（２）SDGSホーム浜北本沢合
（３）ソーシャルインクルーホーム浜松新原

１．令和６年度 浜松市障がい者自立支援協議会の報告

本 日 の 内 容

３．地域体制強化共同支援の取り組みについて

２．令和６年度 浜北エリア連絡会の報告

＜報告・協議事項（13：30～14：35）＞

＜日中サービス支援型GH評価 中間報告会（14：45～15：55）＞

休憩（13：35～14：45）
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3

１．令和６年度 浜松市障がい者自立支援協議会の報告

障がい者自立支援協議会とは？
障害者自立支援法等の一部改正により、平成２４年４月から法定化された（自立支援）協議会は、地域の関係者が集まり、個別
の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進
めていく役割を担っている。

＜具体的には・・・＞
・ 委託障害者相談支援事業や基幹相談支援センターの事業実績に関する検証や評価
・ 相談支援事業者等からなる相談支援に関する専門部会等における、個別事例の支援のあり方についての協議
・ 指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等の質の向上を図るための体制の検討
・ 地域移行支援・定着支援を効果的に実施するための相談支援事業者、精神科病院、入所施設、保健所や地域
の障害福祉サービス事業所等による地域移行のネットワークの強化や、障害福祉サービスの利用の組み合わせによる施設入
所者の状況を踏まえた地域の社会資源の開発の役割強化

4

※厚労省HPより抜粋
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浜松市HPより出典

5

専門部会（こども部会） ※別紙１
〇サポートかけはしシートWG
・複数の事業所を利用している場合の引継ぎ方法については苦慮しているとの声あり（日程調整に苦慮する。）
⇒引き継ぎについては令和６年度１月中を目途に時期を統一するようにしていく。
・※サポートかけはしシートの写しを保護者から放課後等デイサービス事業所へ渡す。計画相談への共有については、原則、保護
者に同意を得る形で、保護者からか児童発達支援事業所からいただく事も可能。

〇強度行動障害の予防的な関わり支援WG（案）

〇障がい児移行調整会議
・１８歳到達時の円滑な移行を目的としている

※サポートかけはしシートとは！？（別紙１-2）

①学校生活において、対象児の不適応を未然に防ぐための
手立てとなる資料

②進級や進学において、対象児に必要な引継ぎが継続でき
るようにする

③シートを媒体として支援者同士の繋がりや連携を図る

6

＜サポートかけはしシート活用の流れ＞
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専門部会（生活部会） ※別紙２
〇強度行動障害支援WG

〇モニタリング検証WG

〇防災WG

〇余暇支援WG

〇委託相談評価検証

※委託相談評価とは！？
相談支援体制や障がい者支援において、障がい者相談支援センターに必要な機能を定期的に見直し、機能強化と
標準化を図ることおよび浜松市障がい者相談支援事業の再編による効果や課題についても併せて検証し、今後の
相談支援体制構築に活かすことを目的に、市内にある浜松障がい者相談支援センターについて評価を実施。

【実施方法】
①障がい者相談支援センターによる自己評価 ※年1回
②当事者・関係機関など第三者へのアンケート調査（第三者評価） ※3年に1回

7

専門部会（就労部会） ※別紙３
〇就労アセスメント評価・検証ワーキング
・既存のアセスメントシートを添削。※就労アセスメントは単発で終わらず、複数回実施を行い本人の変化を評価できると良い。
〇就労選択支援ワーキング
・令和７年１０月に創設予定である就労に係る新たなサービスである、※就労選択支援に関するワーキング。就労選択支援に関
する事業所側の検討状況について調査。一定数の事業所で指定をとる予定であると回答あり。

７

※就労アセスメントとは！？
就労継続支援Ｂ型事業の利用希望者に対して就労移行支
援事業所が行う就労面のアセスメント

①障害者がそれぞれに最も適した「働く場」に円滑に移行できる
ようにするための支援

②障害者がそれぞれの「働く場」で安定して働き続けられ、働く力
を伸ばしていけるようにするための支援

厚労省HPより出典

※就労選択支援とは！？
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、
就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性
等に合った選択を支援するサービス

【就労アセスメント留意点】
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8

２．令和６年度 浜北エリア連絡会の報告

浜北エリア連絡会 体制図

9
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相談支援部会（天竜エリア連絡会と合同）
【目的】
・事例検討会や日々のケースワークにて支援に困っているケースを共有しつつ、サービスや社会資源等を検討していく。
解決しきれない課題については、課題検討会にて検討も実施。

・事例検討会については、『①事例提供者、②進行者、③板書者』をそれぞれの機関に担っていただき、ファシリテーション力を含
めた相談員のスキルアップに繋げる。

今年度第1回目を令和６年９月１７日（火）に開催しました！！

今年度最初の部会となりましたので、自己紹介（事業所名と氏
名のみならず今はまっていること）の時間を設けました！意外な
趣味を持っている方もいて、新鮮な気持ちになりました♪

内容としましては、以前に相談支援専門員より相談のあった
ケースについて進捗の報告、浜松市障がい者自立支援協議会
（エリア連絡会）について改めて説明をさせていただきました。

構成員一人ひとりが地域づくりの担い手となります！

今後も奇数月の第３火曜日の開催となります。

第1回目の相談支援部会の様子

10

浜北ネットワーク部会
【目的】
・旧浜北区管内関係機関同士の横の繋がりを作る。

・情報共有や意見交換会、勉強会を通じて支援者自身のスキルアップに繋げていく。

・浜松市障がい者自立支援協議会やエリア連絡会の活動状況について把握をしていただく機会。

令和６年１０月１５日（火）に開催しました！！
旧浜北区内にある福祉事業所を参集し、構成員72事業所中
58事業所(8割)、62名の方にご参加いただきました。
当日は浜松市障がい者自立支援協議会（浜北エリア連絡会）
の活動内容を報告した後に、子ども、生活、就労の分野に分か
れて、GWを行いました。
GWではケース対応について悩むこと、困ることを話し合いまし
た。同じ分野での話合いであったためか、共通する悩み事があ
ることが知れた、事業所同士の横の繋がりの必要性を感じたと
いうご意見をいただきました。
また、ライフステージが変わるタイミングでの連携について縦の
繋がりをどのようにしていくか、横の繋がりが希薄な事業の連
携について話題が挙がりました。
第2回目は今年度2月に開催予定です。

第1回目の浜北ネットワーク部会の様子

11
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啓発活動
【目的】
・障がいのある方への地域住民の理解促進や障がいのある方への社会参加の機会。
＜具体的な取り組み（予定）＞
・浜北ふれあい広場への参加
・金融機関、区役所等での作品展示

＜今後のスケジュール＞
【商業施設】
・なゆた浜北
11/25（月）～12/６（金）

・プレ葉ウォーク浜北
1/２４（金）～１/３１（金）

【金融機関】
・遠信 浜北支店
12/９（月）～１２/２０（金）

・静銀 浜北支店
１/１０（金）～１/２３（木）

・浜いわ信 浜北・美薗支店
２/３（月）～２/１４（金）

・遠信 赤佐支店
２/１７（月）～２/２８（金）

【昨年度の啓発活動の様子】

12

３．地域体制強化共同支援の取り組みについて

13
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地域体制強化共同支援の根拠となる
地域生活支援拠点等の整備について

厚生労働省 HPより出典 14

15

地域生活支援拠点等の整備の中身

【①相談』
基幹相談支援センター、障がい者相談支援センター、計画相談と共に緊急時の支援が見込めな
い世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた
緊急の事態等に必要なサービスのコーディネーターや相談その他必要な支援を行う機能
※現状、基幹相談と委託センターが機能として担っている。

【②緊急時の受け入れ・対応】
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化
等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
※浜松市障がい者緊急時対応事業など
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地域生活支援拠点等の整備の中身

【④専門的人材の確保・養成等】
医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専
門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実
情に応じて、創意工夫により付加する機能
※医療的ケア児等コーディネーターの配置、研修の機会、浜松市障がい者自立支援協議会（エリ

ア連絡会）など

17

【③体験の機会・場】
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助（グループホーム）等の障害福祉
サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機会
※浜松市障がい者ひとり暮らし体験支援事業など

18

【目的】
・地域の様々なニーズに対応できるサービス
提供体制の確保や、地域の社会資源の連
携体制の構築

【概要】
・地域生活支援拠点等における体制づくり
機能の強化として、支援困難事例等につい
ての課題検討を通じ、地域課題の明確化と
解決に向けた情報共有を行い、共同で対
応していることを評価するもので、特定相
談支援事業所が算定できる加算

【目的】
・地域の様々なニーズに対応できるサービス
提供体制の確保や、地域の社会資源の連
携体制の構築

【概要】
・地域生活支援拠点等における体制づくり
機能の強化として、支援困難事例等につい
ての課題検討を通じ、地域課題の明確化と
解決に向けた情報共有を行い、共同で対
応していることを評価するもので、特定相
談支援事業所が算定できる加算

地域体制強化共同支援加算とは？
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浜松市における地域体制強化共同支援加算を利用した課題検討 スキーム ＞

19

＜ケース概要＞

・本人：10代 男性 身体1級 診断名：頸椎損傷

居宅介護、生活介護、移動入浴サービス利用中。

生活介護は月1回程度の利用（本人の気分転換、母のレスパイト目的）

今年に特別支援学校を卒業したが、現在は浪人しながら進学に向けて勉強中

・父：５０代 会社員

・母：５０代 専業主婦

20
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＜共同支援会議の中身＞

※共同支援会議は計画、委託を含む３者以上の参加が必須となっている。

【会議の目的（テーマ）】
・身体的な支援は最適な事業所（生活介護事業所）で受けながら、本人の嗜好や能力にあった
活動ができるような支援を検討したい。

【参加者】
・本人
・母
・相談支援専門員
・基幹相談支援センター職員
・生活介護事業所職員
・当センター職員 21※写真はイメージ

＜本人と母の想い＞

【本人】

・今後は自立を考え、自宅以外で過ごす場として生活介護を利用したいし、緊急時の対応なども

見据えて自分の事も色々な人に知ってもらいたい。また、親の負担も大きくなっており、少しでも負担の

軽減になればと思っている。加えて、今日の会議の目的を通じて、役に立ちたい気持ちもある。やりたい

ことは自宅でもできるが、外に出て何か目的があり、人のためになることがあれば嬉しい。様々な経験を

通じて今後の進路選択にも繋げていきたい。

【母】

・中途障害を抱えた当初、家族以外の他者に支援をしていただく事に対して拒否を示していたところから、

現在では気持ちの変化もあり、他者へ頼らなければとの思いも芽生えてきた。その中で、今後も安心し

て生活していくため、本人の自立を考えていく事については、今後はもっと社会と繋がれるような機会を

提供いただけると嬉しい。本人の事をもっと知っていただきたい気持ちもある。

大学進学についても通学が難しいため通信制を検討している。

22
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＜共同支援会議の中身＞
①利用者の支援の経過 ②利用者の支援上の課題 ③②の課題への対応策 ④地域課題・ニーズの現状 ⑤エリア連絡会への提案等

＜事業所での様子＞
・生活介護については月１回
の利用。本人の気分転換
（余暇）の部分と母のレスパ
イトを目的としていた。事業
所内ではipadで動画を観た
りして過ごしていた。事業所
としても本人が思う居場所
や生きがいとなるものを提供
することについて何かできる
ことはないかと考えていた。

※生活介護の支給決定は
月－16日。
元々月１回の利用だったが、
今後は月１回～２回利用を
利用予定。

・現在利用されている生活
介護事業所のご利用者と
の兼ね合いで、提供できる
作業も限定的になってしま
う。事業所でも他のご利用
者と協働して一つの作品を
作り上げるなどの機会の提
供は可能であるが、本人の
言う自分らしく、生きがいを
感じられる活動については
提供が難しい状況（本人が
納得できる作業提供ができ
るのであろうかとの不安も
ある）
・医療的ケアを必要とする
方への支援ができる事業
所が少ない。特に知的障害
を伴わない医療的ケアを抱
える重度の身体障害者に
ついては、同様のケースで
どのような生活を送られて
いるかの生活実態が不明
であり、本人のような想いを
抱えるケースも存在するか
が不明瞭。

・本人の得意分野でもあ
るデジタル関係（SNS管
理、絵を描く、動画編
集）を活かし、事業所で
の取り組みや活動内容に
ついても検討していく。
個人情報を伴わない、入
力作業を職員と協働で行
うなども検討する。
※いち生活介護事業所の
ご利用者であることも踏
まえ、どこまで本人に
やっていただくかについ
ても、本人と折り合いを
つけつつ調整していく。
・同じような境遇にある
方について、どのような
生活を送られているかを
知ることにより、本人の
今後の生活へのヒントに
もなるのではないか

・重度訪問介護の事業所が
少なく、また男性ヘルパーも
少ないため余暇の充実が
十分に図れない。外出の際
の移動支援についても同様
であり、今後、生活の幅を広
げていく際の不安材料であ
る。
・現状、家族の負担が大きく、
家族のレスパイトについても
何か検討できると良い。
・医療的ケアを必要とする
ケースについては、活動場
所が限定されてしまう。在宅
での生活や居場所を余儀な
くされるケースも多い。

・今回の共同支援会議の内
容や今後の事業所での取り
組みについて報告しつつ、
本人自身の活躍の場を広
げられるための手段がない
かお伺いしたい。

23

＜現在の支援の状況について＞

・相談支援事業所の相談支援専門員より状況を確認

事業所内でも環境を整え、ご本人が得意なものを活かせる作業を提供。

具体的にはアイパッドを駆使して、SNS（インスタグラム）に事業所の活動状況を投稿。

今後もご本人ができることを検討して提供いただけると。
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＜共同支援会議を経て、ご意見を伺いたい点！＞

・今後は共同支援会議の中身にある通り、通所されている生活介護事業所側でも本人の得

意分野を活かせたプログラムを検討いただけることになる。

【皆様にご意見をいただきたい点！】

①本人自身の活躍の場を広げられるための手段がないかお伺いしたいです。

②お母様の気持ちにもあった通り、社会と繋がれるような機会の提供、本人の事をもっと知っ

ていただく機会についてお伺いしたいです。

25

26

日中サービス支援型GH評価 中間報告会

事前打合せの様子
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＜タイムスケジュール＞

15：00～15：05 事務局からの説明

15：05～15：20 株式会社SDGSホーム SDGSホーム浜北新原

15：20～15：35 株式会社SDGSホーム SDGSホーム浜北本沢合

15：35～15：50 ソーシャルインクルー株式会社 ソーシャルインクルーホーム浜松新原

15：50～16：00 その他・連絡事項

27

28出典：厚生労働省HP
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29
出典：厚生労働省HP 主幹課長会議資料より

◆『評価・助言』については、市自立支援協議会、エリア連絡会のなか
での取り組みとなります。
地域のなかでどのような支援ができるか意見交換をする場
※事業所に対して指摘や否定をする場ではないです。

□意見交換の流れについて
※配布しました『日中サービス支援型共同生活援助 評価・助言 ガントチャート』を参照ください！！

①事業所から障害保健福祉課へ必要書類の提出
⇒初回は指定後１年以内、以後は１年ごとの提出

②障害保健福祉課からエリア連絡会へ書類提出
⇒エリア連絡会事務局会議にてエリア連絡会での意見交換の際の重点ポイント（意見交換

が２回目以降の事業所については、昨年度あげられた課題等を重点ポイントとする）につ

いて事前調整

③エリア連絡会にて意見交換を実施（当エリアでは全体会にて開催）
⇒エリア連絡会での意見交換会のポイントを元に事業所とエリア連絡会構成員との意見交

換会を行う(エリア連絡会構成員の意見を広く吸いあげられるように)

30
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④エリア連絡会事務局会議にて評価結果シート作成

⇒エリア連絡会構成員からの意見にエリア事務局会議の意見を追加し、評価結果報告シー

ト『エリア連絡会からの意見、要望等』欄にまとめ、市協議会事務局へ提出(１０月末)

⑤評価結果報告シート内の市協議会事務局会議にて協議会からの要望、助言内容検討

⇒『浜松市障がい者自立支援協議会からの要望、助言』欄のたたき台を作成

⑥企画会議にて意見交換報告、評価結果報告シート内容についての協議（随時）

⇒他エリアにおける意見交換会の内容について共有

⑦企画会議にて事業者へのフィードバック

31

⑧エリア連絡会事務局会議より、構成員等へ評価結果報告シートをフィードバック

⇒エリア連絡会として事業所へ今後どのような支援ができるかの検討を行う。スケジュール的

には年度末（２月～３月）開催のエリア全体会で検討実施

⑨エリア連絡会と事業所間で協議会からの要望・助言内容を共有

併せて取組報告シートを事業所と共に作成

⑩市全体会にて報告

32
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⑪評価結果を受けての実践（事業所）

⑫事業所からエリア連絡会へ実践中間報告（当エリアではエリア全体会にて開催）

※中間報告シートの作成

⑬中間評価結果をエリア連絡会から企画会議にて報告

33

本日のエリア全体会が
ここの位置づけとなります

【意見交換会の流れ】

◆事業所より取り組み状況について（３分）

◆質疑応答（１0分）

※構成員数名に意見を伺います

◆意見交換を通して、事業所よりひと言：『感想と今後の支援に活かしていきたいところ等』（２分）

※各グループホームにおかれましては、他グループホームの意見交換の様子についても一緒に聞い

ていただきます。

34
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株式会社SDGSホーム SDGSホーム浜北新原

35

＜事業所の取り組みと成果＞

・短期入所については、緊急要請に対応できるように３床確保。

・研修への参加状況の増加

＜課題に感じていること＞

・入居希望者の増加により、短期入所の枠の確保について今後不安もある。

・『株式会社』ということで色眼鏡で見られてしまうことがある。

＜エリア連絡会と連携して取り組みたいこと＞

・研修会やイベント等の機会を設けていただく事で、他GHとの交流やご利用者や職員、地域と

繋がる機会ともなり、GHにおける生活の実情を把握していただく機会にもなると思われるため、

そのような企画を共同して実施していきたい。

・地域との繋がりという視点で、民生児童委員との繋がりの機会を設けていきたい。

株式会社SDGSホーム SDGSホーム浜北本沢合

36

＜事業所の取り組みと成果＞

・地域生活支援拠点等整備事業については会社内で調整中。

・自治会との繋がりを積極的に持つようにしている。地域の理解にも繋がっている。民生児童員との繋が

りも持っていきたい。

＜課題に感じていること＞

・開所して２年が経過。ご利用者の個々の個性や障害特性も以前より変化があり、集団生活ということも

あり、ご利用者同士の関係性（トラブル含め）について支援が適切に行えるか懸念もある。

・緊急時の受け入れについて柔軟に対応できるか不安を感じている。

・強度行動障害者への支援について、職員のスキル不足も感じている。

＜エリア連絡会と連携して取り組みたいこと＞

・強度行動障害者への支援について学ぶ機会があれば企画等をお願いしたい。

・災害について取り組むものがあれば参加をさせていただきたい。

・地域との繋がりという視点で、民生児童委員との繋がりの機会を設けていきたい。
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ソーシャルインクルー株式会社 ソーシャルインクルーホーム浜松新原

37

＜事業所の取り組みと成果＞

・浜松市障がい者緊急時対応事業の登録後も緊急の受入れ対応を積極的に行っている。

・障害者支援施設職員に対する見学会を実施。

・強度行動障害に精通した職員を招いて、強度行動障害の特性を学び、アセスメントの手法を学ぶ機

会を設けた。現在、支援を実践している状況。

＜課題に感じていること＞

・緊急時対応事業の登録について、事業所側の立場として事業の登録をした方が良いのではと思う

ケースもいる。ただ一方で、事業所側が事業の中身（登録の流れ）を把握できていない部分がある。

・来年度より義務化される地域連携推進会議の設置（運営）について不安がある。

＜エリア連絡会と連携して取り組みたいこと＞

・緊急時対応事業について学ぶ機会を設けていただきたい。

・強度行動障害等の研修会や事例検討会の機会を設けていただきたい

・来年度より義務化される地域連携推進会議を含め、地域との繋がりという視点で、民生児童委員との

繋がりの機会を設けていきたい。

本日はお忙しいところ、ありがとうございました
（傍聴の方々もありがとうございました）

これからも、障がい者相談支援センター事業にご理解とご協力のほど
何卒よろしくお願い申し上げます

浜北保健センター外観
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